
京都市告示第   号 

 京都市眺望景観創生条例施行規則第１１条第４項の規定により、建築物等のデザ

インに関する事前協議に関する書類の閲覧について、閲覧の場所及び閲覧に関する

規程を次のとおり定めます。 

  令和８年３月３１日 

                 京都市長 松 井 孝 治   

 

１ 建築物等のデザインに関する事前協議に関する書類の閲覧場所を都市計画局都

市景観部景観政策課内に置く。 

２ 書類を閲覧することができる日は、京都市の休日を定める条例に規定する本市

の休日以外の日とする。 

３ 書類の閲覧時間は、前項の日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５

時までとする。 

４ 市長は、前３項の規定にかかわらず、書類を整理する必要があるとき又はその他

必要があると認めるときは、閲覧場所、閲覧日又は閲覧時間を臨時に変更すること

がある。 

５ 書類は、閲覧場所以外の場所で閲覧してはならない。 

６ 書類の閲覧を申請した者が、次の各号のいずれかに該当するときは、書類の閲覧

を禁止し、又は制限することがある。 

⑴ 書類を汚損し、若しくは破損し、又はこれらの行為をするおそれがあると認め

られるとき。 

⑵ 他の閲覧者に迷惑を及ぼし、又は迷惑を及ぼす行為をするおそれがあると認

められるとき。 

⑶ 職員の指示に従わないとき。 

⑷ 著しく大量に閲覧をするとき。 

⑸ 写真機その他の機器により、書類を撮影し、若しくは複写したとき又はそのお

それがあると認められるとき。 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、景観政策課長が不適当と認めるとき。 

（都市計画局都市景観部景観政策課） 

７６９


